
【お花見と場所取り】　まもなくお花見のシーズンがやってきます。楽天インサイトがお花見について実施し
たアンケートで、一緒に行きたい相手の理想と現実を聞いたところ、「家族」が理想（74.9％）・現実（72.9％）
ともに最多。「勤め先の会社の同僚・先輩・上司」では現実（19.5％）が理想（8.1％）を大きく上回る結果でした。
最近では、お花見を行う会社も減っているようで、かつては「新入社員の仕事」のイメージが強かった場所
取りも、だいぶ事情は変わってきているようです。そんな昨今、新入社員や部下に場所取りを命じた場合、
パワハラになるのでしょうか。お花見が会社主催の行事か否か、場所取りの際の残業代の有無など、その状
況しだいではパワハラにあたる可能性も否定はできませんので、注意が必要といえるでしょう。

表紙写真：一面の菜の花と青空©YsPhoto／PIXTA

労働者の健康情報を
管理する取扱規程の策定
派遣労働者の同一労働同一賃金
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き
方
改
革
関
連
法
で
は
、
労

働
安
全
衛
生
法
も
一
部
改
正

さ
れ
、
産
業
医
や
産
業
保
健

機
能
の
強
化
が
図
ら
れ
た
こ
と
に
と
も

な
い
、
業
種
・
規
模
を
問
わ
ず
従
業
員

の
健
康
管
理
に
関
す
る
情
報
の
取
扱
規

程
の
策
定
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。

　

労
働
安
全
衛
生
法
に
基
づ
き
会
社
が

実
施
す
る
健
康
診
断
な
ど
の
従
業
員
の

健
康
確
保
措
置
や
、
任
意
に
行
う
従
業

員
の
健
康
管
理
活
動
を
通
じ
て
得
た
、

個
々
の
心
身
の
状
態
に
関
す
る
情
報
は
、

個
人
情
報
保
護
法
に
規
定
す
る
「
要
配

慮
個
人
情
報
」（
第
２
条
第
３
項
）で
す
。

　

そ
の
た
め
会
社
と
し
て
は
、
そ
の
情

報
に
よ
り
労
働
者
が
不
当
な
差
別
、
偏

見
そ
の
他
の
不
利
益
が
生
じ
な
い
よ
う
、

そ
の
取
り
扱
い
に
と
く
に
配
慮
し
、
労

働
者
が
安
心
し
て
産
業
医
な
ど
に
よ
る

健
康
相
談
な
ど
が
受
け
ら
れ
る
よ
う
に

し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
労

働
者
の
健
康
確
保
措
置
が
十
分
に
行
え

る
よ
う
、
必
要
な
心
身
の
情
報
を
収
集

で
き
る
よ
う
に
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
労
働
安
全
衛
生
法
に
「
心

身
の
状
態
に
関
す
る
情
報
の
取
扱
い
」

に
関
す
る
規
程（
第
１
０
４
条
）が
新
設

さ
れ
、「
労
働
者
の
心
身
の
状
態
に
関
す

る
情
報
を
収
集
し
、
保
管
し
、
又
は
使

用
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
労
働
者
の
健

康
の
確
保
に
必
要
な
範
囲
内
で
労
働
者

の
心
身
の
状
態
に
関
す
る
情
報
を
収
集

し
、
並
び
に
当
該
収
集
の
目
的
の
範
囲

内
で
こ
れ
を
保
管
し
、
及
び
使
用
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
本
人
の

同
意
が
あ
る
場
合
そ
の
他
正
当
な
事
由

労働者の健康状態は、配慮が必要な個人情報にあたります。
その適切な情報管理・運用を図るため、

企業に対して取扱規程の策定が求められます。

労働者の健康情報を
管理する取扱規程の策定

準備・検討・策定が急務

取
扱
規
程
に
定
め
る
べ
き

事
項
と
策
定
方
法

労
働
安
全
衛
生
法
に

情
報
管
理
の
規
程
が
新
設

今 月 の 恒 例 行 事  ・ 出 来 事 カ レ ン ダ ー

春季全国火災予防運動

自殺対策強化月間

2019.3 March

2019.3 March

3/1~7

3/1~31

空気が乾燥し、火災が起こりやすいこの時季、消防庁
では毎年、都道府県などを通じて火災予防を呼びかけ
る活動を行っています。この機会に、事業所の防火・
防災対策を見直してみましょう。

政府は毎年３月を同月間に設定し、自殺対策を集中的
に展開するとともに、啓蒙活動を行っています。ちな
みに、昨年公表された平成30年版「過労死等防止対
策白書」によると、平成29年の自殺者２万1321人の
うち、勤務問題を原因の一つとする自殺者は1991人

（9.3％）。自殺者数は年々減少傾向にある一方で、自
殺者総数に占める勤務問題が一因の自殺者の割合は、
増加傾向が見られます。職場のメンタルヘルス対策の
充実が望まれます。

法律

TOPIC
1

働

が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
」

（
第
１
０
４
条
第
１
項
）と
定
め
ら
れ
ま

し
た
。
こ
の
改
正
を
受
け
て
昨
年
９
月
、

「
労
働
者
の
心
身
の
状
態
に
関
す
る
情
報

の
適
正
な
取
扱
い
の
た
め
に
事
業
者
が

講
ず
べ
き
措
置
に
関
す
る
指
針
」
が
公

表
さ
れ
ま
し
た
。
指
針
で
は
、
健
康
情

報
の
取
り
扱
い
に
関
す
る
原
則
を
明
ら

か
に
す
る
と
と
も
に
、
企
業
が
策
定
す

べ
き
取
扱
規
程
の
内
容
、
策
定
の
方
法
、

運
用
な
ど
を
示
し
て
い
ま
す
。

【表】心身の状態の情報の範囲

左欄の分類に該当する心身の状態の情報の例 心身の状態の情報の取り扱いの原則心身の状態の情報の分類

※トピック記事は2019年１月末時点のものです。新元号への改元を考慮し、西暦表記で統一しています

1.労働安全衛生法令に基
づき事業者が直接取り扱
うこととされており、労
働安全衛生法令に定める
義務を履行するために、
事業者が必ず取り扱わな
ければならない心身の状
態の情報

a.健康診断の受診・未受診の情報　b.長時間労働者
による面接指導の申出の有無　c.ストレスチェック
の結果、高ストレスと判定された者による面接指導の
申出の有無　d.健康診断の事後措置について医師か
ら聴取した意見　e.長時間労働者に対する面接指導
の事後措置について医師から聴取した意見　f.ストレ
スチェックの結果、高ストレスと判定された者に対す
る面接指導の事後措置について医師から聴取した意見

すべての情報をその取り扱いの目的の達成に必要な
範囲を踏まえて、事業者などが取り扱う必要がある。
ただし、それらに付随する健康診断の結果などの心
身の状態の情報については、2.の取り扱いの原則に
従って取り扱う必要がある

a.健康診断の結果（法定の項目）　b.健康診断の再
検 査 の 結果（法定の項目と同一のものに限る）　c.長
時間労働者に対する面接指導の結果　d.ストレス
チェックの結果、高ストレスと判定された者に対す
る面接指導の結果　

事業者などは、当該情報の取り扱いの目的の達成に
必要な範囲を踏まえて、取り扱うことが適切である。
そのため、事業場の状況に応じて、「情報を取り扱う
者を制限する」「情報を加工する」など、事業者など
の内部における適切な取り扱いを取扱規程に定め、ま
た、当該取り扱いの目的および方法などについて労働
者が十分に認識できるよう、丁寧な説明を行うなど
の当該取り扱いに対する労働者の納得性を高める措
置を講じたうえで、取扱規程を運用する必要がある

a.健康診断の結果（法定外項目）　b.保健指導の結果
c.健康診断の再検査の結果（法定の項目と同一のも
のを除く）　d.健康診断の精密検査の結果　e.健康
相談の結果　f.がん検診の結果　g.職場復帰のため
の面接指導の結果　h.治療と仕事の両立支援などの
ための医師の意見書　i.通院状況など疾病管理のた
めの情報

個人情報の保護に関する法律に基づく適切な取り扱い
を確保するため、事業場ごとの取扱規程に則った対応
を講じる必要がある

2.労働安全衛生法令に基
づき事業者が労働者本人
の同意を得ずに収集する
ことが可能であるが、事
業場ごとの取扱規程によ
り事業者などの内部にお
ける適正な取り扱いを定
めて運用することが適当
である心身の状態の情報

3.労働安全衛生法令にお
いて事業者が直接取り扱
うことについて規定され
ていないため、あらかじ
め労働者本人の同意を得
ることが必要であり、事
業場ごとの取扱規程によ
り事業者などの内部にお
ける適正な取り扱いを定
めて運用することが必要
である心身の状態の情報

 　

指
針
が
示
す 

「
取
扱
規
程
に
定
め
る

べ
き
事
項
」
は
、
次
の
９
項
目
で
す
。

①
心
身
の
状
態
の
情
報
を
取
り
扱
う
目

的
お
よ
び
取
扱
方
法 

②
心
身
の
状
態
の
情
報
を
取
り
扱
う
者

お
よ
び
そ
の
権
限
な
ら
び
に
取
り
扱

う
心
身
の
状
態
の
情
報
の
範
囲
（
上

表
参
照
） 

③
心
身
の
状
態
の
情
報
を
取
り
扱
う
目

的
等
の
通
知
方
法
お
よ
び
本
人
同
意

の
取
得
方
法 

④
心
身
の
状
態
の
情
報
の
適
正
管
理
の

方
法

⑤
心
身
の
状
態
の
情
報
の
開
示
、
訂
正

等（
追
加
お
よ
び
削
除
を
含
む
）お
よ

び
使
用
停
止
等（
消
去
お
よ
び
第
三

者
へ
の
提
供
の
停
止
を
含
む
）の
方

法
⑥
心
身
の
状
態
の
情
報
の
第
三
者
提
供

の
方
法

⑦
事
業
承
継
、
組
織
変
更
に
と
も
な
う

心
身
の
状
態
の
情
報
の
引
き
継
ぎ
に

関
す
る
事
項 

⑧
心
身
の
状
態
の
情
報
の
取
り
扱
い
に

関
す
る
苦
情
の
処
理 

⑨
取
扱
規
程
の
労
働
者
へ
の
周
知
の
方
法 

　

な
お
、
②
に
つ
い
て
は
、「
個
々
の
事

業
場
に
お
け
る
心
身
の
状
態
の
情
報
を

取
り
扱
う
目
的
や
取
り
扱
う
体
制
等
の

状
況
に
応
じ
て
、
部
署
や
職
種
ご
と
に
、

そ
の
権
限
及
び
取
り
扱
う
心
身
の
状
態

の
情
報
の
範
囲
等
を
定
め
る
こ
と
が
適

切
で
あ
る
」
と
し
て
い
ま
す
。

　

策
定
に
あ
た
っ
て
は
衛
生
委
員
会
ま

た
は
安
全
衛
生
委
員
会
を
活
用
し
て
、

労
使
関
与
の
も
と
で
検
討
・
策
定
し
、

そ
れ
を
共
有
す
る
必
要
が
あ
る
と
し
て

い
ま
す
。
衛
生
委
員
会
を
も
た
な
い
常

時
使
用
労
働
者
数
50
人
未
満
の
小
規
模

事
業
場
で
は
、
関
係
労
働
者
の
意
見
を

聴
く
機
会
を
活
用
し
、
労
働
者
の
意
見

を
聴
い
た
う
え
で
取
扱
規
程
を
策
定
し
、

共
有
す
べ
き
と
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、

取
扱
規
程
に
関
し
て
は
事
業
場
単
位
で

は
な
く
、
企
業
単
位
で
の
策
定
で
も
問

題
な
い
と
し
て
い
ま
す
。

　

そ
の
ほ
か
指
針
で
は
、
情
報
の
適
正

な
取
り
扱
い
の
体
制
整
備
、
運
用
な
ど

に
つ
い
て
も
具
体
的
に
示
し
て
い
ま
す
。

今
後
は
取
扱
規
程
の
雛
形
な
ど
も
整
備

さ
れ
る
見
込
み
で
す
。

　

適
用
は
２
０
１
９
年
４
月
１
日
で
す

の
で
、
ほ
か
の
法
改
正
に
基
づ
く
就
業

規
則
の
見
直
し
と
同
時
に
規
程
の
策
定

に
着
手
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
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回
の
労
働
者
派
遣
法
改
正
は
、

正
規
雇
用
社
員（
い
わ
ゆ
る
正

社
員
な
ど
無
期
雇
用
フ
ル
タ

イ
ム
労
働
者
）と
非
正
規
雇
用
社
員
た
る

派
遣
労
働
者
の
不
合
理
な
待
遇
の
格
差

を
な
く
す
こ
と
が
目
的
で
す
。

　

派
遣
先
事
業
主（
以
下
、
派
遣
先
）は

派
遣
労
働
者
の
受
け
入
れ
に
際
し
て
、

派
遣
元
事
業
主（
以
下
、
派
遣
元
）と
労

働
者
派
遣
契
約
の
締
結
に
あ
た
り
、
あ

ら
か
じ
め
派
遣
予
定
の
労
働
者
と
職
務

内
容
・
人
材
活
用
の
仕
組
み
が
同
一
と

み
な
さ
れ
る
、
派
遣
先
で
直
接
雇
用
さ

れ
て
い
る
労
働
者
の
賃
金
や
賞
与
な
ど

の
待
遇
に
関
す
る
情
報（
以
下
、
待
遇
に

関
す
る
情
報
）を
、
書
面
な
ど
に
よ
り
派

遣
元
に
提
供
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

こ
れ
に
よ
り
派
遣
労
働
者
に
対
す
る

不
合
理
な
待
遇
の
格
差
の
解
消
と
、
差

　厚生労働省が昨年12月に発表した「労働経済動向調
査」によると、「働き方改革」について現在までに実施
した取り組みで、もっとも多かった回答が「長時間労働
削減のための労働時間管理の強化」（62％）と「残業削減
の推進」（62％）で、次いで「休暇取得の促進」（60％）な
どとなっています。今後実施する予定の取り組みにつ
いては、「休暇取得の促進」（78％）、「長時間労働削減
のための労働時間管理の強化」（73％）という回答が多
くなっています。

　日本生産性本部は昨年12月、「労働生産性の国際比
較 2018」を公表しました。平成29年の日本の時間あ
たり労働生産性は47.5ドル（約4733円）で、OECD加盟
36ヵ国中20位。先進主要７ヵ国で見ると、昭和45年
以降、最下位が続いています。ちなみに上位は１位の
アイルランドに続いて、ルクセンブルク、ノルウェー、
ベルギー、デンマークなどとなっています。また、日
本の就業者１人当たりの労働生産性は、8万4027ドル

（約837万円）で、36ヵ国中21位という結果でした。

　日本能率協会（KAIKA研究所）が昨年12月、「個人」「組
織」「組織の社会性」の３つの観点から、平成の経営ト
レンドの変遷を表す漢字を決定。「個人」では、バブル
経済の余韻が残る平成初期に働き方やライフスタイル
の個性が尊重された「単」から、SNSの普及や東日本
大震災を契機に人と人との絆や関わりが重視されるよ
うになってきた平成30年の「繋」へ。同様にこの30年
間で、「組織」は「団」から「開」へ、「組織の社会性」
は「効」から「感」へ変化したと分析しています。

　厚生労働省は、毎月勤労統計調査の不適切な調査で雇
用保険や労災保険、雇用調整助成金などの給付額に影響
が出た問題で、対象受給者への追加給付を準備が整い次
第、実施する予定です（まず受給中の人には今後新たに
支給される分について３月から順次６月までに再計算し
た額で支給開始を予定）。住所データが残っている受給
者には手紙で連絡するとしていますが、残っていない受
給者へは情報提供を行い、申し出を呼びかけています。
詳しくは厚生労働省ホームページなどで確認を。

　昨年12月に厚生労働省が発表した平成30年上半期の
「雇用動向調査」の結果によると、５人以上の常勤労働
者を雇用する事業所における入職率は9.2％、離職率は
8.6％。前年上半期に比べて入職率は低下したものの、
７年連続で入職率が離職率を上回っています。また、
平成30年６月末時点の常用労働者数に対する欠員率は
2.7％で、前年同時点と比べて0.3ポイント増。パート
タイム労働者に限って見ると欠員率は4.4％で、前年同
時点よりも0.4ポイント上昇しています。

　全国社会保険労務士会連合会は１月、日本労働組合
総連合会（連合）と「長時間労働是正に向けた共同宣言」
を行いました。宣言では、多様な人材が活躍できる環
境の整備が喫緊の課題であり、長時間労働を前提とし
ない働き方が求められているとしたうえで、４月から
の改正労働基準法（働き方改革関連法）を実効性のある
ものとすべく、36協定の普及を促す取り組みを通じて、
長時間労働に依存した企業文化や職場風土の抜本的な
見直しを図るなどとしています。

電話相談窓口も設置して問い合わせに対応
雇用保険や助成金の追加給付実施へ

働き方改革への取り組み実態
取り組む予定は「休暇取得の促進」が最多

労働生産性の国際比較
日本の時間当たり労働生産性は20位

平成の30年間を表すトレンド漢字
「単・団・効」から「繋・開・感」に変化

平成30年上半期「雇用動向調査」
パートタイム労働者の欠員率は4.4％

全国社会保険労務士会連合会が連合と共同宣言
36協定普及を促して長時間労働を是正

01 04

0502

03 06

ROUMU NewsBOX

働
き
方
改
革
の
一
環
と
し
て
同
一
労
働
同
一
賃
金
の
実
現
を
図
る
べ
く
、
労
働
者
派
遣
法
が
改
正
さ
れ
、

２
０
２
０
年
度
か
ら
施
行
さ
れ
ま
す
。
そ
の
ポ
イ
ン
ト
を
解
説
し
ま
す
。

派
遣
労
働
者
の
同
一
労
働
同
一
賃
金

情
報
提
供
な
ど
に
基
づ
き
不
合
理
な
格
差
や
差
別
的
待
遇
を
是
正

法律

2019.3 March

別
を
禁
止
し
、
同
一
労
働
同
一
賃
金
を

実
現
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
す
。
な
お

派
遣
元
は
、
派
遣
先
か
ら
の
情
報
提
供

が
な
い
場
合
、
労
働
者
派
遣
契
約
の
締

結
が
禁
止
さ
れ
ま
す
。

　

派
遣
元
は
、
派
遣
予
定
労
働
者
と
同

一
の
業
務
に
従
事
す
る
派
遣
先
の
通
常

の
労
働
者
の
待
遇
に
関
す
る
情
報
の
提

供
を
、
あ
ら
か
じ
め
派
遣
先
か
ら
受
け

る
こ
と
に
な
る
の
で
、
派
遣
予
定
の
労

働
者
か
ら
派
遣
に
と
も
な
う
待
遇
に
つ

い
て
納
得
感
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。

　

そ
こ
で
、
派
遣
元
は
派
遣
労
働
者
に

対
し
て
、
派
遣
先
に
お
い
て
同
一
の
職

務
に
従
事
し
、
職
務
内
容
の
変
更
や
配

置
変
更
の
範
囲
な
ど
も
同
じ
と
評
価
さ

れ
る
派
遣
先
の
通
常
の
労
働
者
の
待
遇

と
不
合
理
な
格
差
を
設
け
て
は
な
り
ま

せ
ん（
均
等
待
遇
）。
さ
ら
に
、
派
遣
労

働
者
が
派
遣
業
務
に
従
事
し
て
い
る
期

間
中
、
派
遣
先
に
雇
用
さ
れ
て
い
る
通

常
の
労
働
者
と
同
一
の
業
務
に
従
事
し

て
い
る
と
評
価
で
き
る
場
合
に
は
、
基

本
給
や
賞
与
と
い
っ
た
賃
金
に
関
し
て

情
報
提
供
を
受
け
た
派
遣
先
の
労
働
者

よ
り
低
い
水
準
の
賃
金
と
す
る
よ
う
な

差
別
的
取
り
扱
い
を
す
る
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん（
均
衡
待
遇
）。

　

不
合
理
な
格
差
の
禁
止
お
よ
び
差
別

的
取
り
扱
い
の
禁
止
に
つ
い
て
は
、
派

遣
元
に
過
度
の
負
担
を
も
た
ら
す
場
合

が
あ
る
た
め
、
労
使
協
定
を
締
結
す
る

こ
と
で
例
外
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

具
体
的
に
は
、
派
遣
元
が
、
雇
用
す

る
労
働
者
の
過
半
数
で
組
織
す
る
労
働

組
合
が
あ
る
場
合
は
そ
の
労
働
組
合
と
、

な
い
場
合
は
労
働
者
の
過
半
数
を
代
表

す
る
者
と
、
左
記
の
事
項
に
つ
い
て
書

面
に
よ
る
協
定
を
結
ん
だ
場
合
に
は
、

均
等
・
均
衡
待
遇
の
規
定
の
適
用
を
除

外
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
労
使

協
定
は
適
用
対
象
労
働
者
に
周
知
し
な

け
れ
ば
な
ら
ず
、
派
遣
先
へ
派
遣
す
る

労
働
者
が
こ
の
協
定
の
対
象
と
な
る
場

合
は
、
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。

　

つ
ま
り
、
派
遣
元
と
し
て
は
、
派
遣

労
働
者
の
待
遇
に
つ
い
て
原
則
と
な
る

派
遣
先
と
の
「
均
等
・
均
衡
方
式
」
に

よ
る
か
「
労
使
協
定
締
結
方
式
」
に
よ

る
か
選
択
で
き
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

TOPIC
2

今待
遇
に
関
す
る
情
報
提
供
義
務

不
合
理
な
待
遇
格
差
を
禁
止

均
等
・
均
衡
待
遇
の
適
応
除
外

①協定の対象となる派遣労働者の範囲（1号）
②対象となる派遣労働者の賃金の決定方法（イとロの条件を満たすも

のに限る）（2号）
　イ：派遣労働者の従事する業務と同種の業務に従事する一般の労働

者の平均的な賃金の額として厚生労働省令で定めるものと同
等以上の賃金の額となるものであること

　ロ：派遣労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力または経験
などの向上があった場合に賃金が改善されるものであること

③賃金の決定の方法により派遣労働者の具体的な賃金を決定するに当
たって、職務の内容、職務の成果、意欲、能力または経験などを
公正に評価し、その賃金を決定すること（3号）

④対象となる派遣労働者の賃金以外の待遇の決定方法（4号）
⑤対象となる派遣労働者への段階的教育訓練の実施（5号）
⑥その他厚生労働省令で定める事項（6号）

適用除外となる労使協定で定めるべき事項

サンプル
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５
月
に
迫
っ
た
新
天
皇
の
即
位
と
改

元
を
前
に
、
平
成
の
時
代
の
変
化
を
、

厚
生
労
働
省
や
総
務
省
の
各
種
デ
ー
タ

な
ど
を
も
と
に
単
純
比
較
し
て
、
振
り

返
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。

●
初
任
給
・
最
低
賃
金

　

大
学
卒
の
初
任
給
の
推
移
を
見
て
み

る
と
、
平
成
元
年
は
男
性
が
約
16
万
円
、

女
性
が
約
15
万
円
で
し
た
が
、
平
成
30

年
は
そ
れ
ぞ
れ
約
21
万
円
、
約
20
万
円

と
約
５
万
円
ア
ッ
プ
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
平
成
元
年
の
地
域
別
最
低

賃
金
の
全
国
加
重
平
均
額（
時
間
額
）は

４
９
２
円
。
最
高
が
東
京
都
の
５
２
５

円
、
も
っ
と
も
低
い
の
は
青
森
県
、
鹿

児
島
県
、
沖
縄
県
な
ど
の
４
４
６
円
で

し
た
。
こ
れ
が
平
成
30
年
10
月
に
改
定

さ
れ
た
全
国
加
重
平
均
額
で
は
８
７
４

円
と
、
約
２
倍
に
増
加
し
て
い
ま
す
。

最
高
は
東
京
都
の
９
８
５
円
、
最
低
は

鹿
児
島
県
の
７
６
１
円
で
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
格
差
が
２
０
０
円
以
上

に
お
よ
ぶ
こ
と
か
ら
、
今
年
に
な
っ
て

自
民
党
の
有
志
議
員
が
議
員
連
盟
を
発

足
し
、
地
域
間
の
格
差
を
解
消
し
て
最

低
賃
金
の
全
国
一
律
化
を
目
指
す
な
ど

と
い
っ
た
動
き
も
見
ら
れ
ま
す
。

●
労
働
力
・
雇
用
形
態
な
ど

　

日
本
の
総
人
口
は
平
成
20
年
を
ピ
ー

ク
に
減
少
傾
向
が
続
い
て
お
り
、
平
成

30
年
７
月
時
点
で
約
１
億
２
６
５
３
万

人
。
前
年
よ
り
約
37
万
人
減
少
し
て
い

ま
す
。
平
成
元
年
に
約
８
６
１
４
万
人

い
た
生
産
年
齢
人
口（
15
〜
64
歳
）は
、

約
７
５
５
７
万
人
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
ん
な
な
か
、
平
成
は
女
性
の
社
会

進
出
が
進
ん
だ
時
代
で
し
た
。
男
女
雇

用
機
会
均
等
法
が
施
行
さ
れ
た
昭
和
61

年
に
約
53
％
だ
っ
た
女
性
の
就
業
率
は
、

そ
の
後
の
約
30
年
で
67
％（
平
成
29
年
）

と
14
ポ
イ
ン
ト
上
昇
し
て
い
ま
す
。

　

非
正
規
雇
用
労
働
者（
パ
ー
ト
、
ア
ル

バ
イ
ト
、
派
遣
社
員
、
契
約
社
員
、
嘱

託
、
そ
の
他
）も
増
え
ま
し
た
。
平
成

元
年
の
約
８
１
７
万
人（
労
働
者
全
体

の
約
19
％
）か
ら
、
平
成
29
年
に
は
約

２
０
３
６
万
人（
同
約
37
％
）と
、
そ
の

数
は
２
倍
以
上
と
な
っ
て
い
ま
す
。
ち

な
み
に
年
齢
別
で
は
、
平
成
４
年
に
約

57
万
人（
非
正
規
雇
用
労
働
者
に
占
め
る

割
合
５
・
９
％
）だ
っ
た
65
歳
以
上
の
人

が
、平
成
29
年
で
は
約
３
１
６
万
人
（
同

15
・
５
％
）と
増
加
し
て
お
り
、
高
齢
に

な
っ
て
か
ら
も
働
き
続
け
る
人
が
増
え

た
時
代
と
も
い
え
る
で
し
ょ
う
。

　

ま
た
、
平
成
２
年
に
約
26
万
人（
旧
労

働
省
推
計
）だ
っ
た
外
国
人
労
働
者
は
平

成
29
年
10
月
時
点
で
約
１
２
８
万
人
。

今
年
４
月
の
改
正
入
管
法
施
行
で
、
さ

ら
に
受
け
入
れ
が
拡
大
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
の
は
周
知
の
通
り
で
す
。

●
労
働
環
境
な
ど

　

長
時
間
労
働
な
ど
の
影
響
か
ら
、
職

場
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
の
重
要
性
が
叫

ば
れ
る
よ
う
に
も
な
り
ま
し
た
。
精
神

障
害
な
ど
の
労
災
補
償
状
況
を
見
る
と
、

平
成
元
年
度
に
１
件
だ
っ
た
支
給
決
定

件
数
は
年
々
増
加
を
続
け
、
平
成
29
年

度
で
は
過
去
最
多
の
５
０
６
件
と
な
っ

て
い
ま
す
。

ま
も
な
く
平
成
が
幕
を
閉
じ
、
５
月
か
ら
は
新
元
号
の
も
と
で
次
の
時
代
が
訪
れ
ま
す
。

平
成
の
30
年
間
で
経
営
・
労
働
環
境
は
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。

最
低
賃
金
は
約
２
倍
、外
国
人
労
働
者
数
は
約
５
倍
に
増
加

女
性
の
社
会
進
出
や

非
正
規
雇
用
が
増
加

各
種
デ
ー
タ
で
振
り
返
る
平
成
の
経
営
・
労
働
環
境
の
変
化

Q

Q

労務の

お悩み相談室 A&

●年次有給休暇の原則
　労働基準法により、従業員の年次有
給休暇は、勤続年数に応じて20日を上

限に付与しなければなりません。またその請求
権は付与日から2年を経過する日まで有効で、以
降は時効により消滅します。つまり、勤続年数
が長い従業員で年次有給休暇の取得日数が少な
い場合、最多で前年度分20日、今年度分20日の
合計40日の残日数を保有していることもありま
す。このような従業員が、就業規則に基づいて
１ヵ月前に退職届を提出し、年次有給休暇の残
日数を一括請求してきた場合、会社はそれを拒
むことはできません。そのため、その従業員が
退職日までまったく出社しないという事態が生
じることがあります。
　労働基準法（第39条第５項）では年次有給休暇
の請求について、労働者の時季指定権が優先さ
れますが、例外的に事業の正常な運営を妨げる
場合は、使用者の時季変更権が認められていま
す。しかし、退職する労働者は、退職してしま
うと年次有給休暇の残日数を請求することはで
きません。したがって退職日までに残日数を一
括請求されたとしても、年度末で業務が忙しい
などの都合で使用者の時季変更権を行使するこ
とができず、従業員の申し出を認めざるを得な
いことになります。

●退職時における残日数の一括請求への対応
　そこで今回の相談内容の対応としては、退職
予定の従業員と話し合い、「残日数の一部の買い
取り」または「退職日を一定期間延期してもらう」
などの提案をすることが考えられます。
　年次有給休暇の買い取りに関して、通達では

「年次有給休暇の買い上げの予約をし、これに
基づいて法第39条の規定により請求し得る年次
有給休暇の日数を減じ、ないし請求された日数
を与えないことは、法第39条の違反である」（昭
30.11.30 基収 4718 号）として買い取りを禁じ
ています。年次有給休暇の目的が労働者の心身
の疲れを回復させ、継続して意欲的に働けるよ
うにするためだからです。ただし、例外として、
退職にともなって無効になる年次有給休暇を買
い取ることは認められています。なお買い取り
が義務付けられるわけではありませんので、買
い取るかどうかは会社の判断によります。人手
不足などを理由に、買い取りを従業員に提案し、
それに応じてもらうなどの対応が必要な場合も
あるでしょう。
　今年 4 月から年次有給休暇については時季指
定や管理簿作成が義務となります。これを機会
に従業員の年次有給休暇の管理を行い、退職時
に一括請求されるという事態が生じないよう、
計画的に取得を促すことを検討すべきでしょう。

退職時の年次有給休暇の一括請求

原則として一括請求を拒否することはできません。
ただし、残日数の一部を買い取るなどの提案は可能です。

　年度末を迎え、定年退職者を含めて退職する者がおりますが、

退職日までに年次有給休暇の残日数を一括して請求されました。

しかし、業務の引き継ぎもあり、まとめて休まれると業務に支障

が出てしまいます。請求を拒むことはできるのでしょうか。

統計

今月の相談

今 月 の ポ イ ン ト

2019.3 March

COLUMN

A

平成における経営・労働環境の変化

最低賃金

外国人労働者

女性就業率

非正規雇用

492円

約26万人

53%

約817万人

874円

約128万人 約2036万人

67%
平成元年

平成2年

昭和61年

平成元年

平成30年

平成29年

平成29年

平成29年

▼

▼

▼

▼

サンプル
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 「社会的時差ボケ（ソーシャル・ジェッ
トラグ）」という言葉をご存知ですか。
時差ボケと聞くと、海外旅行などに出か
けた際に時差によって起きる眠気やだる
さなどの症状を思い浮かべるかと思いま
す。ですが、普段の生活においても体内
時計の乱れによって時差ボケのような症状が出ることがあるそ
うで、それが「社会的時差ボケ」と呼ばれています。
　たとえば、普段は仕事で忙しく短い睡眠時間しかとれない人
が、休みの日に寝だめをするというケース。心当たりのある人
も多いのではないでしょうか。平日は定時に出勤しなければな
らないので規則正しいリズムで生活を送っていても、休日前夜
に夜更かしをしたり、休日の昼ごろまで眠ってしまうことで、
体内時計に変調をきたしてしまうのだそうです。こうした生活
を毎週繰り返していれば、２〜３時間程度のズレでも、その時
差ボケはタイ（時差２時間）やインド（同３時間30分）に毎週出か
けているようなものかもしれません。休みの日は遅くまで寝て
いたいと思う気持ちはやまやまですが、朝寝坊や二度寝はほど
ほどにしておくのが健康の秘訣のようです。
　また厚生労働省の健康情報サイトによれば、体内時計の乱れ
は「睡眠習慣」に起因する問題で、睡眠時無呼吸症候群のよう
な「睡眠障害」と同様、生活習慣病との関係が指摘されていま
す。たとえば、睡眠不足を２日続けただけでホルモンの働きに
よって食欲が増大することがわかっており、そのため慢性的な
睡眠不足は糖尿病などの生活習慣病に罹りやすくなるのだとか。
夜勤も体内時計と生活時間にズレが生じ、不適切な時間の食事
などにより生活習慣病につながると推測されているそうです。
　ところで３月 18 日は、世界睡眠医学協会が定める「世界睡眠
デー」で、日本でも睡眠健康推進機構が春の「睡眠の日」とし
て健康的な睡眠のための啓蒙活動を行っています。平日の十分
な睡眠時間を確保するとともに、休日も平日同様に規則正しい
生活を心がけたいものです。
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